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 第 ９ 回  熊本県議会 環境対策特別委員会会議記録 

 

平成24年12月14日（金曜日） 

            午前10時00分開議 

            午前11時58分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 (1)産業廃棄物処理施設の公共関与推進に関

する件について 

 (2)有明海・八代海の環境の保全、改善及び  

水産資源の回復等による漁業の振興に

関する件について 

 (3)地球温暖化対策に関する件について 

 (4)付託調査事件の閉会中の継続審査につい  

て  

――――――――――――――― 

出席委員（16人） 

        委 員 長 中 村 博 生 

        副委員長 守 田 憲 史 

        委  員 西 岡 勝 成 

        委  員 鬼 海 洋 一 

        委  員 早 川 英 明 

        委  員 岩 中 伸 司 

        委  員 城 下 広 作 

        委  員 吉 永 和 世 

        委  員 森   浩 二 

        委  員 早 田 順 一 

        委  員 山 口 ゆたか 

        委  員 髙 野 洋 介 

        委  員 髙 木 健 次 

        委  員 東   充 美 

        委  員 磯 田   毅 

        委  員 橋 口 海 平 

欠席委員（なし） 

委員外議員（なし） 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

 環境生活部    

         部 長 谷 﨑 淳 一 

        環境局長 山 本   理 

政策調整審議員兼 

環境政策課課長補佐 久 保 隆 生 

 環境局環境立県推進課長 福 田   充 

      環境保全課長 清 田 明 伸 

      自然保護課長 小 宮   康 

首席審議員兼 

廃棄物対策課長 加 久 伸 治 

     公共関与推進課長 中 島 克 彦 

 企画振興部 

交通政策・情報局審議員兼 

交通政策課課長補佐 小 原   信 

商工観光労働部 

     新産業振興局長 高 口 義 幸 

新産業振興局産業支援課長 奥 薗 惣 幸 

エネルギー政策課長 山 下 慶一郎 

 農林水産部 

        生産局長 渡 辺 弘 道 

        水産局長 鎌 賀 泰 文 

政策調整審議員兼 

農林水産政策課課長補佐 白 石 伸 一 

   生産局農業技術課長 松 尾 栄 喜 

        園芸課長 野 口 法 子 

  首席審議員兼畜産課長 平 山 忠 一 

 農村振興局農地整備課長 大 石 二 郎 

   森林局 

首席審議員兼森林整備課長 河 合 正 宏 

      林業振興課長 岡 部 清 志 

      森林保全課長 本 田 良 三 

   水産局水産振興課長 平 岡 政 宏 

漁港漁場整備課長 平 尾 昭 人 

  水産研究センター所長 梅 﨑 祐 二 

 土木部 

総括審議員兼河川港湾局長 上 谷 昌 史 

    土木技術管理課長 西 田   浩 
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   道路都市局審議員兼 

   道路整備課課長補佐 松 永 清 文 

        審議員兼 

   都市計画課課長補佐 益 田 秀 敬 

審議員兼 

 都市計画課景観公園室長 坂 井 秀 一 

      下水環境課長 軸 丸 英 顕

河川港湾局河川課長 林   俊一郎 

        港湾課長 松 永 信 弘 

   建築住宅局建築課長 坂 口 秀 二 

        審議員兼 

建築課建築物安全推進室長 吉 川 誠 一 

  教育委員会事務局 

      義務教育課長 緒 方 明 治 

  企業局 

   次長兼総務経営課長 古 里 政 信 

   審議員兼総務経営課 

  荒瀬ダム撤去準備室長 平 田 智 昭 

        工務課長 福 原 俊 明 

  警察本部 

       交通部参事官 飯 田   繁 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

   政務調査課主幹   福 田 聖 哉 

   議事課主幹     浦 田 光 典 

――――――――――――――― 

  午前10時00分開議 

○中村博生委員長 皆さんおはようございま

す。ただいまから、第９回環境対策特別委員

会を開催いたします。 

 では、お手元に配付の委員会次第に従い、

付託調査事件を審議させていただきますの

で、よろしくお願いいたします。 

 議題１、産業廃棄物処理施設の公共関与推

進に関する件、２番目に、有明海、八代海の

環境の保全、改善及び水産資源の回復等によ

る漁業の振興に関する件及び３番目の地球温

暖化対策に関する件について、一括して執行

部から説明を受け、その後質疑は議題ごとに

行いたいと思います。 

 なお、委員会の運営を効率的に行いたいと

考えておりますので、説明につきましては、

簡潔にお願いいたします。そして、説明者は

着座のままにて説明をお願いいたします。 

 では、執行部から説明をお願いいたしま

す。 

 それでは、最初の議題であります産業廃棄

物処理施設の公共関与推進に関する件につき

まして、公共関与による管理型最終処分場の

整備について説明をお願いいたします。 

 

○中島公共関与推進課長 失礼いたします。

公共関与推進課でございます。 

 説明資料の２ページをお願いいたします。 

 １の目的は省略をさせていただき、大きな

２番目の最近の取り組み状況につきまして、

前回委員会で御報告した以降の取り組みを御

説明申し上げます。 

 まず、(1)の住民説明会等の開催状況でご

ざいますが、11月に、南関町、和水町の各議

会全員協議会におきまして、入札結果及び施

設の概要、今後の作業工程等を説明し、御理

解をいただいております。 

 (2)の詳細設計及び本体工事関係ですが、

10月に落札者を決定いたしました。落札の概

要は、右の表に記載のとおり、落札者は鹿島

建設と玉名管内の池田建設、興亜建設、岩下

建設による４社の共同企業体で、落札金額は

約52億円となっております。今後、詳細設計

を経て、来年夏ごろの着工、平成27年秋ごろ

の供用開始を目指しております。 

 次のページをお願いいたします。 

 大きな３番目の地域振興策の検討状況でご

ざいますが、昨日の本会議において知事及び

部長が答弁いたしましたように、処分場は一

般的には迷惑施設とされ、立地する地域の皆

様は、安全性への御懸念や地域イメージが損

なわれるのではないかなどの御心配をお持ち

です。県内どこかに設置しなければならない

施設であることは十分に理解していただきな
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がらも、なぜここなのかとの思いの中で苦悩

されながらも、昨年苦渋の決断をいただきま

した。 

 処分場が完成の後、県全体の負担をこの地

域だけに強いるのではなく、県として、また

県民全体として、この負担をともに担ってい

くことが必要であると考えております。 

 このような考えのもと、住民の皆様が地域

に誇りを持っていただけるよう、処分場を中

心とした地域振興に努めてまいりたいと考え

ており、現在、３つの視点からの取り組みを

検討しております。 

 まず、１点目は、施設の高度な安全性の確

保として、地下水汚染や悪臭の発生などの施

設の安全面に対する地域の御懸念にお応えす

るため、クローズド無放流型の施設構造と

し、全国のモデルとなるような安全な施設整

備に取り組んでまいります。また、あわせ

て、環境教育の場、地域コミュニティーや災

害時の一時避難場所などとして処分場が地域

に役立つ施設となるよう取り組んでまいりま

す。 

 ２点目といたしまして、廃棄物運搬車両に

よる交通量の増加等に対する御不安を解消で

きるよう、処分場周辺の道路整備により歩行

者の安全確保を、３点目として、処分場立地

に伴い地域のイメージが損なわれることのな

いよう、住民の皆様の御要望でもある公民館

の改修やレクリエーション広場の整備など、

地域の魅力向上につながるような事業に取り

組んでまいります。 

 以上のような方向で地元要望を踏まえまし

て、現地確認や協議を行い、現在整理を進め

ているところでございます。 

 次に､４の今後の取り組みでございます

が、落札により建設費及び維持管理費が大枠

で決定いたしましたので、現在、県の財政支

援のあり方を含めて、収支計画の策定作業並

びに協議を行っているところでございます。

また、今後、地域振興策について、地元合意

をいただいた上で、地元との環境保全協定書

を年度内に締結したいと考えており、今後と

も誠意を持って丁寧に取り組んでまいりま

す。 

 次のページでございますが、最後に、参考

といたしまして、カラー資料で落札業者から

の提案のありました施設のイメージ図を添付

いたしております。業者からは、こちらが要

求した水準以上のさまざまな安全対策や環境

教育施設等の各種の提案が行われており、現

在、詳細設計の真っ最中でございます。 

 説明は以上です。 

 

○中村博生委員長 次に、２番目であります

有明海、八代海の環境の保全、改善及び水産

資源の回復等による漁業の振興に関する件に

つきまして、有明海・八代海再生に係る提言

への対応について説明をお願いいたします。 

 

○福田環境立県推進課長 環境立県推進課で

ございます。着座にて失礼いたします。 

 それでは、説明資料の６ページをお願いい

たします。 

 ６ページ、７ページに、有明海・八代海再

生特別委員会からいただきました御提言に関

する県の取り組み状況につきましての一覧を

載せてございます。 

 本日は、６ページ、７ページで黒丸をつけ

ております主要な４項目につきまして、各担

当課から御報告させていただきます。 

 それでは、引き続き、環境立県推進課から

御報告いたします。 

 説明資料23ページをお願いいたします。 

 23ページ、御提言内容は海砂利採取の縮小

でございます。 

 この御提言に沿いまして、施策概要欄の２

段目に記載しておりますが、平成20年１月に

熊本県海砂利採取削減計画を策定いたしまし

て、段階的な削減を図ってまいりました。 

 下の２の24年度の取り組み欄(1)に記載し
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ておりますが、本年度の取り組みは来年度以

降の次期計画を策定することでございます。 

 本日は、関係部局で検討を進めております

平成25年度以降の海砂利採取削減計画の方向

性につきまして、検討状況を御報告いたしま

す。 

 お手数ですが、別途お配りしておりますＡ

４横のホチキスどめしております２枚紙、左

の上に「別紙」と記載しております資料をお

願いいたします。 

 まず、１番の経緯の欄をごらんください。

現在の海砂利採取削減計画を策定するに至っ

た経緯から御説明申し上げます。 

 平成12年度に、有明海、八代海において赤

潮による甚大な漁業被害の発生を受けまし

た。県議会とともに、国へ要望を行いました

結果、平成14年11月に、有明海、八代海再生

のための特別措置法が制定されました。 

 特措法は、海域環境の保全、改善と水産資

源の回復による漁業振興を目的としておりま

す。海砂利採取に関しましては、特措法を受

けまして、関係６省が定めました国の基本方

針におきまして、海砂利採取に当たっては最

小限の採取量とするよう努めることとされて

おります。 

 県議会におかれましては、平成15年度に、

有明海・八代海再生特別委員会を設置いただ

き、現地調査の実施や小委員会の設置など、

有明海、八代海の再生の取り組みを御議論い

ただきまして、平成16年２月には、海砂利採

取の縮小に取り組むべき旨の御提言をいただ

きました。 

 この提言を受けて、海砂利採取業界におい

ても、平成17年度から３年間、採取量を対前

年比５％削減する自主規制に取り組むことと

されました。 

 しかし、平成17年度、過去の違法採取が発

覚したため、県としての対応を明確化するた

めに検討を行い、平成19年３月に、海砂利採

取を縮小するとの今後の対応方針を定め、平

成20年１月に、この対応方針に沿って現在の

海砂利採取削減計画を策定いたしました。 

 以上がこれまでの経緯でございます。 

 次に、２、熊本県海砂利採取削減計画の概

要をごらんください。 

 現在の計画は、平成19年度の海砂利採取の

許認可量を基準といたしまして、表の左か

ら、航路しゅんせつ、作澪、覆砂に必要な海

砂利の量を削減の対象から外し、右側のその

他の部分、これは覆砂や骨材など使途を問わ

ない部分でございますけれども、ここを５％

ずつ削減する計画としております。これによ

りまして、有明海、八代海におきます採取限

度量を平成20年度の20万5,000立米から平成2

4年度は18万7,000立米へと削減する計画でご

ざいます。 

 次のページをお願いいたします。 

 現在の計画の実施状況につきまして、検証

の主要ポイントを御説明します。 

 まず、計画で定めました採取限度量と実際

の採取量の実績についてです。 

 下から２段目の有明海の欄をごらんくださ

い。 

 有明海におきましては、平成20年度の採取

量が約43万立米となっておりますが、これは

平成21年度に発覚いたしました許認可量を上

回る違法採取によるものでございます。これ

によりまして、平成20年度の一番上の欄、採

取限度量20万5,000立米に対しまして、有明

海と八代海を合わせた全体の採取量は約48万

7,000立米と、計画の限度量を大幅に上回り

ました。 

 この違法採取に対しましては、違反業者の

登録取り消し処分を行いますとともに、平成

22年度以降の採取限度量から超過採取分を差

し引いて調整をいたしました。これによりま

して、平成22年度と23年度は採取量ゼロとな

りまして、登録取り消し処分が終了した本年

度は、調整後の採取限度量の枠内で採取され

ております。 
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 次に、一番下の八代海の欄をごらんくださ

い。 

 八代海におきましては、平成20年度から22

年度は約５万立米程度でございましたが、平

成23年度、24年度の報告によりますと採取量

は減少しております。しかしながら、この資

料には、量が確定しておりませんため、含め

ておりませんが、先月末に八代海において違

法採取が摘発されました。約７万9,000立米

の超過採取があったと報道されております。

この計画期間内に２度の違法採取が発生いた

しました。 

 一番右の合計の欄でございますが、八代海

の採取量がまだ確定しておりませんけれど

も、５年間の総採取量は、計画の総採取限度

量97万8,000立米に対しまして、現時点で80

万7,000立米弱となっております。 

 以上が海砂利の採取実績でございます。 

 次に、特例といたしまして、削減の対象外

といたして３万2,500立米の枠を設けており

ました覆砂事業の実績について御説明しま

す。 

 ５年間の実績でございますが、左から２番

目の総覆砂量の欄をごらんください。 

 平成20年度、21年度は、覆砂は４万立米前

後でございましたが、アサリ漁獲量が激減し

たことを受けて、22年度以降は20万立米前後

と大きく増加しております。 

 覆砂に使用した砂の内訳ですが、まず、有

明海の欄をごらんください。 

 有明海では、購入砂の県内産の欄、これが

民間事業者が採取します海砂利を使用するも

のでございます。平成20年度、21年度は、約

２万5,000立米、計画で設定しておりました

覆砂枠３万2,500立米の範囲でおさまってお

りました。しかし、平成22年度以降は、平成

20年度の違法採取により県内産海砂利の採取

ができなかったことから、一つ右の欄でござ

いますけれども、県外産の海砂利を購入して

覆砂事業を実施しております。その量は７万

立米を超える量となっております。 

 なお、その２つ右の欄に県・市町営作澪土

砂の活用という欄がございます。作澪やしゅ

んせつにより発生する良質な砂を優先活用す

るという議会の御提言に基づきまして、作澪

土砂を活用しているものでございます。その

量は平成24年度には約10万立米となっており

ます。 

 次に、右の八代海の欄をごらんください。 

 八代海では、２列目の荒瀬ダムに堆積して

いた砂、その右の欄の県営作澪事業の砂を有

効活用いたしております。また、その右の

欄、民間採取事業者が行う航路しゅんせつ、

作澪により発生する土砂、これも使用してお

ります。なお、八代海におきましても、一番

左の欄ですが、平成23年度は県外産の購入砂

も使用しております。 

 以上が覆砂事業の実績でございます。 

 骨材の需給見通しでございます。 

 次のページ以降で、この後産業支援課から

御説明申し上げますけれども、ポイントとい

たしましては、現在骨材生産業者の供給能力

には余力があるという調査結果となっており

ます。 

 最後に、これまで申し上げました平成12年

の有明海、八代海の異変、特措法の目的、採

取縮小という議会の御提言、さらには現計画

の検証などを踏まえまして、現時点におきま

して検討しております次期計画の方向性につ

いて御説明申し上げます。 

 ４の次期計画の方向性をごらんください。 

 基本理念といたしましては、有八特措法の

目的と議会の御提言を踏まえまして、有明海

と八代海の海域環境と水産資源を守り抜くこ

とを中心に据えた計画とすることを考えてお

ります。その趣旨にのっとって考えますと、

議会からの御提言に従って、海砂利採取の削

減の方向性を維持する必要があると考えてお

ります。 

 具体的には、次の５年間におきましても有
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明海、八代海の採取限度量を一定割合で段階

的に削減することを検討しております。 

 次のポイントといたしましては、有八特措

法の目的でございます海域環境の保全、水産

資源の回復による漁業の振興、この２つの目

的を両立させるためには、海砂利の採取目的

を漁業振興目的に限定することを検討してお

ります。 

 具体的には、覆砂、航路しゅんせつ、作澪

のための海砂利採取に限り認めることといた

して、水産資源の回復にはつながらないこと

から、骨材などその他の目的での採取は認め

ない方向で考えております。 

 さらに、この削減計画を実効性のあるもの

とするためには、この計画のルールに従って

適切な海砂利採取が行われることが不可欠で

ございます。議会提言でも御指摘いただいて

おりましたが、監視体制を徹底するための方

策を検討してまいります。 

 次の海砂利採取削減計画の現在の検討状況

の報告は、以上でございます。 

 

○奥薗産業支援課長 産業支援課でございま

す。 

 関連して、先ほどの骨材需給実態等調査の

概要につきまして、別紙の２枚目、Ａ４縦の

資料で説明させていただきます。 

 今回は、平成18年度から22年度までの５カ

年の推移を分析しております。 

 まず、骨材用の細骨材、砂のことでござい

ますが、用途としては、生コンの材料になる

骨材と埋め立てなどに使われる工事用の２つ

の用途がございます。 

 まず、骨材用の砂でございますけれども、

供給量につきましては、表を見ていただきた

いんですけれども、平成19年の大体150万立

米をピークに減少しておりまして、22年度に

は100万立米ほどになっております。供給源

といたしましては、海と陸がほぼ半々の状況

で推移しております。 

 また、下の表は需要のほうでございますけ

れども、主に生コン用に使われております。

減少の要因といたしましては、新幹線の工事

が終了したこと、あるいはリーマンショック

後の民需が減になっていることが影響して下

がっていると思われます。 

 続きまして、２番目の工事用の砂の推移で

ございます。 

 大体50万から60万立米の値で推移しており

ますが、これは予算の関係か、年度間でばら

つきがございます。海と陸との構成比でござ

いますが、大体６対４と、陸が６、海が４の

割合でございます。 

 22年度につきまして、県内産の海砂利が県

外産に置きかわっておりますが、これは先ほ

どお話があった違法採取の取り締まりによる

ものでございます。 

 続きまして、下の需要のほうでございま

す。 

 これは多種多様な公共事業で使われておる

ところでございます。これにつきましても、

先ほどお話がありましたように、覆砂事業が

最近ふえておるという傾向にございます。 

 裏面をお願いいたします。 

 県外からの砂の購入、販売の状況でござい

ます。 

 海砂利につきましては、長崎県、佐賀県か

ら、大体60から70万立米ぐらいの購入をいた

しているところでございます。需要量が落ち

ておりましたので、減少傾向にございました

が、22年度は県内海砂利の代替ということで

増加をしているところでございます。 

 一方、山砂のほうでございますけれども、

県北地域が産地でございまして、福岡県のほ

うに出ております。合わせますと、大体年間

35万立米ほどでございます。 

 続きまして、４番の海砂利の代替材及び代

替した場合の影響でございます。 

 22年度以降の海砂利の供給が減少した際に

は、県外の海砂利に代替しておりますので、
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この傾向が今後も続くと思われます。また、

県外からの海砂利の購入ができなくなった場

合、供給実績あるいは資源量から砕き砂とか

洗浄砂が有力であり、量的には十分賄えるも

のと見込んでおるところでございます。 

 次に、コストの面でございますけれども、

一般的に砂利は非常に重とうございますの

で、輸送コストのウエートが大きくなりま

す。遠距離になりますほど価格が上昇してま

いります。また、海上から陸上への荷揚げコ

ストがコストアップの要因になりますので、

例えば覆砂事業などで海に使う用途の場合

は、海砂がなくなりますとちょっとその影響

が懸念されるところでございます。 

 ただ、現在は、県外産の海砂と県内産の海

砂の極端な価格差はございませんで、県内産

の海砂のシェアも低いため、当面、コストの

面では大きな混乱は出ないというふうに考え

ているところでございます。 

 簡単でございますが、骨材の概要につきま

しては以上でございます。 

 引き続きまして、本資料の24ページをお願

いいたします。 

 法令の遵守、指導でございます。 

 中段下の取り組み状況等のところの、まず

１、再発防止策についてでございます。 

 これまで、歩どまり調査であるとか、水深

調査、立入調査及び漁業監視船による監視な

ど、違法採取の取り締まりに努めてまいりま

したけれども、大変遺憾なことでございます

けれども、先ほど環境のほうから話がありま

したように違法採取が出てまいりました。 

 (4)のところに記載しております。 

 11月28日に、八代海の海砂利業者が、砂利

採取法違反容疑で海上保安庁から書類送検を

されております。容疑内容につきましては、

約７万6,000立米の超過採取及び3,000立米の

無認可採取でございます。 

 県では、11月30日に、同社の事情聴取を行

いまして、同日付で現許認可の廃止届を受理

したところでございます。また、同社に対し

ます行政処分につきましては、刑事処分の確

定後に実施する予定でございます。 

 なお、(2)の平成24年度の許認可でござい

ますけれども、現在、有明海で３万立米でご

ざいます。これは特別監視のもとに採取を管

理しているところでございます。また、八代

海で６万8,399立米でございます。このうち

２万805立米につきましては、先ほど廃止届

を受理したところでございます。 

 また、(3)でございます。 

 違法採取者の過料及び不当利得返還金につ

きましては、分納計画を今年度に限り承認し

ており、８月から分納計画に基づいた納付が

行われております。次年度以降につきまして

は、過料等の納付実績や再発防止策の履行状

況を見きわめて判断をしていく予定でござい

ます。 

 以上でございます。 

 

○平岡水産振興課長 水産振興課の平岡でご

ざいます。座って御説明させていただきま

す。 

 37ページをお願いいたします。 

 持続的養殖漁業の推進としての海域特性等

に対応した適切なノリ養殖管理の推進という

施策でございます。 

 １の施策の概要等の①の提言の実現に向け

た取り組み概要ですが、生産者に対して、県

漁連や各漁協を通じて、漁場環境やノリの生

産状況の情報を提供するとともに、高水温傾

向や病害の多発など、近年の状況の変化に適

応できるような適切な養殖管理の指導を行う

ものでございます。 

 ②の課題といたしましては、高水温傾向な

どの漁場環境の変化に適応するため、養殖ス

ケジュールや管理手法を見直す必要があると

いうことでございます。 

 ２の平成24年度の取り組みの①の取り組み

予定ですが、昨年の漁期におきまして、高水
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温や降水量の影響で漁期の前半の秋芽網の生

産が不調になった反省を生かしまして、適水

温期、これは水温23度Ｃ未満が適水温期にな

りますが、適水温期での採苗等をさらに指導

していくとともに、(2)ですが、価格が低迷

する中で、燃油価格の上昇などの生産コスト

の増大が漁家経営を圧迫していることから、

ノリの単価の上昇やコスト削減の両面から利

益向上につながるような養殖手法の改善を指

導していくこととしております。 

 ②の取り組み状況ですが、高水温環境下で

の養殖スケジュールの見直しについて、環境

変化の状況や消費動向、経営面、労力の視点

も踏まえまして、必要性や有効性について、

組合長会議等で粘り強く啓発を行ってきまし

た結果、十分に水温が下がるまで種つけ時期

をおくらせるという、そういった漁協が見ら

れ始めてきております。 

 また、生産量の確保や品質向上を図るた

め、県漁連等の関係機関と連携し、栄養塩

量、プランクトンの発生や病害等の情報を随

時養殖業者に提供し、適切な養殖管理につい

て指導を行っているところでございます。 

 続きまして、42ページをお願いいたしま

す。 

 諫早湾干拓事業に係る中長期開門調査の実

施についてでございます。 

 １の施策の概要等につきましては、既に、

６月、それから９月議会において御説明して

おりますので、説明を省略させていただきま

す。 

 ２の平成24年度の取り組みの②の取り組み

状況等ですが、平成23年10月に国が公表した

準備書に対し、関係市町や学識者の意見も聞

きながら、５月11日付で、ア)からウ）に示

した知事意見を提出しております。 

 平成24年８月21日に、九州農政局から環境

影響評価書が公表され、これはおおむね知事

意見に対応した内容となっておりましたけれ

ども、ウ）の開門調査による被害発生の際の

補償に関しては明記されておりませんでし

た。 

 その後、平成24年11月４日に、農林水産省

から長崎県に対して、開門調査を平成25年12

月に実施する旨の工程表が提示されました

が、同日、本県への概要説明があった際に、

開門により本県水産業に被害を与えるなどの

事態が発生し、因果関係が明らかになった場

合、国の責任において補償を行うとの回答が

ありました。 

 今後、必要に応じまして、国と協議を進め

たいと考えております。 

 また、開門時期がノリ養殖の盛期に当たる

ため、早期の開門を実施するよう要望を行っ

ているところでございます。 

 さらに、今年11月22日に、九州農政局は、

農林水産大臣から提出された意見に基づき環

境影響評価書の補正を行った上、公告し、同

日から１カ月間の縦覧を経て手続が完了しま

す。なお、今後は、平成25年12月までに開門

調査が行われる予定となっております。 

 水産振興課は以上でございます。 

 

○中村博生委員長 次に、３番目の議題であ

ります地球温暖化対策に関する件につきまし

て、地球温暖化対策に関する提言への対応に

ついて説明をお願いいたします。 

 

○福田環境立県推進課長 環境立県推進課で

ございます。 

 44ページをお願いいたします。 

 21年３月にいただきました環境対策特別委

員会の御提言に関する県の取り組みでござい

ます。 

 本日は、この取り組みのうちアンダーライ

ンを引いております４項目につきまして、担

当課から説明させていただきます。 

 まず、引き続き、環境立県推進課から御説

明します。 

 45ページをお願いいたします。 
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 事業活動における取り組みの推進について

でございます。 

 １の提言の概要、２の平成24年度の取り組

みのうち、①の取り組み予定につきましては

変更ございませんので、説明は省略させてい

ただきます。 

 ほかの報告事項につきましても、同様に説

明させていただきます。 

 47ページをお願いいたします。太字で記載

しておりますのが、今回御報告する事項でご

ざいます。 

 (イ)事業者への情報提供、支援といたしま

して、この冬、国及び九州電力から要請があ

っております節電の取り組み促進を図るため

に、県ホームページ、ラジオ、テレビなどを

通じて呼びかけを行っているところでござい

ます。 

 なお、この冬の九州管内の節電要請は、数

値目標は設定されておりませんが、生活など

に支障のない範囲での節電要請となっており

ます。九州電力の需給見通しでは、一昨年冬

に比べて4.5％程度の節電が定着するという

ことを前提としておりますので、昨年冬と同

程度の節電をお願いしているところでござい

ます。 

 (ａ)に書いております熊本県ストップ温暖

化県民総ぐるみ運動推進会議の会員、322団

体ございますが、節電の呼びかけを実施しま

すとともに、12月21日には、その会議を開催

する予定としております。 

 (ｃ)のエコアクション２１導入セミナーで

ございます。 

 エコアクション２１といいますのは、事業

所の環境活動を認証する仕組みでございま

す。ＩＳＯ14000シリーズと比べて項目が簡

略化されるなど、非常に取り組みやすいもの

となっております。 

 県としても、普及を図るために、５回にわ

たる事業者向けのセミナーを10月から開始し

たところでございます。 

 (ｄ)のくまもとライトダウン＋(プラス)で

ございます。 

 これは、節電を考えるきっかけとしていた

だきますよう夏と冬に実施しておりますが、

この冬は、１月から２月にかけて、昨年より

１回ふやしまして、４回実施する予定として

おります。 

 事業活動における取り組みの推進について

は以上でございます。 

 

○小原交通政策課審議員 交通政策課でござ

います。 

 50ページをお願いします。 

 公共交通機関の利用促進に係る提言につい

てでございます。 

 (1)ノーマイカー通勤運動の強化等につい

て御説明いたします。 

 (ア)公共交通機関利用促進のためのモビリ

ティーマネジメントの推進につきまして、

(ｂ)でございますが、自家用車から公共交通

機関を利用した通勤への転換を図るエコ通勤

実証実験をＪＲ光の森駅―セミコンテクノパ

ーク間において実施予定です。 

 (エ)電気自動車等の普及促進につきまして

は、(ａ)でございますが、普通充電器の設置

について、一般からの公募や、地域振興局か

らの推薦等を受け、設置候補地18カ所を選定

し、10月から設置工事に着手し、現在完了検

査を行っているところです。また、(ｂ)でご

ざいますが、急速充電器については、設置候

補地２カ所を選定し、11月に設計委託を行っ

ております。 

 (3)乗り継ぎの円滑化について御説明しま

す。 

 (ア)利用促進に向けた取り組みでございま

す。 

 51ページをお願いします。 

 (ｂ)周知・広報としまして、10月13日に、

熊本電鉄北熊本駅で開催されました電車ふれ

あいまつりなどで広報活動を実施しますとと
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もに、10月15日には県政広報ラジオ番組での

広報を実施しております。また、11月から12

月にかけまして、従業員500人以上の13事業

所への利用促進の働きかけ、従業員に対する

アンケートの依頼、パーク・アンド・ライド

駐車場を運用中の駐車場事業者への改善の働

きかけ等を行ったところでございます。 

 (イ)普及促進に向けた取り組み、パーク・

アンド・ライドの実施箇所の拡大でございま

す。 

 (ａ)ＪＲ宇土駅駐車場では整備が完了し、

10月から30台での運用が開始されておりま

す。 

 (ｂ)パーク・アンド・ライド駐車場の状況

でございますが、11月末の時点で、契約台数

334台、稼動率61％となっております。 

 (ウ)ＪＲ豊肥本線を活用した空港ライナー

の試験運行についてですが、４月から11月ま

での利用者数は、延べ３万2,896人となって

おります。 

 以上でございます。 

 

○福田環境立県推進課長 環境立県推進課で

ございます。 

 53ページをお願いいたします。 

 家庭における取り組みの強化についてでご

ざいます。 

 (ｃ)でございますけれども、事業所ぐるみ

の家庭の省エネコンテストを現在実施してお

ります。 

 これは、スマートメーターによりまして電

力消費量を見える化いたしまして、それぞれ

の家庭で節電につながる取り組みを工夫して

実践していただくもので、今年度新たに始め

たものでございます。このコンテストで優秀

な取り組みを表彰いたしますとともに、この

実践例を県民の皆様に紹介していくことで、

さらなる節電の意識啓発を図ってまいりま

す。 

 (ｆ)でございますけれども、６段目に書い

ております県主催の総ぐるみくまもと環境フ

ェアを10月にグランメッセ熊本で開催いたし

ました。ことしは、エコライフ＆プロダクツ

展・ＥＶフェスティバル九州と同時開催いた

しまして、２日間で昨年より約2,000人多い

約１万人の方に御来場いただきました。 

 このほか、節電要請期間の初日でございま

した12月３日には、国や九州電力と共同いた

しまして、冬の節電街頭キャンペーンを実施

し、啓発チラシの配布などを行ったところで

ございます。 

 この冬におきましても、具体的節電、省エ

ネの実践に向けた広報啓発を行いまして、環

境に優しいライフスタイル、ビジネススタイ

ルの定着を図っていきたいと考えておりま

す。 

 説明は以上でございます。 

 

○中村博生委員長 以上で執行部からの説明

が終わりましたので、まず、産業廃棄物処理

施設の公共関与推進に関する件について質疑

を行いたいと思います。質疑ありませんか―

―ないですか。 

 なければ、次の有明海、八代海の環境の保

全、改善及び水産資源の回復等による漁業の

振興に関する件について質疑を行います。質

疑はありませんか。 

 

○鬼海洋一委員 これまでの経過に基づいて

新たな方針を決める段階に来ているわけです

けれども、今後、この計画を策定する上での

基本的な視点というか、それについて今御報

告をいただきました。ずっと５％ずつ削減を

してまいりまして、特に骨材等については、

今後、その採取を認めないような状況の方向

でやると。その方向については、私もかかわ

ってきた一人として、内部的な恐らく調整も

あったんだろうというふうに思いますけれど

も、その努力を多として、その方向でぜひ取

りまとめをいただきたいというふうに思って



第９回 熊本県議会 環境対策特別委員会会議記録（平成24年12月14日) 

 - 11 - 

おります。 

 １つは、ちょっと御報告もありましたが、

ちょっとお尋ねしたいのが１つあります。 

 それは、八代の今回の違法採取の件です

が、前回の天祐海運についても、相当我々も

議論をいたしまして、余りの多さに驚きなが

ら、その後の対応、そしてまた、今回の今年

度の新たな採取の許可、こういうものについ

ても、相当な異議を唱えながらも、例えばカ

メラをつけて採取の状況を点検するだとかい

う善後措置も含めての取り組みが開始された

わけでありますが、今回、このニュースを見

て、もう啞然としたわけです。 

 それで、何が問題なのか。繰り返しあれだ

け議論して、相当議会としてもかなり厳しい

指摘等もやりながら今日に至っているわけで

すけれども、今回、また新たにこういう事例

が発生したということについて、その辺をど

ういうぐあいに判断されているのか、あるい

はその問題点というか、どういうぐあいに把

握されているのか。まず、この点をお尋ねし

ておきたいと思います。 

 

○奥薗産業支援課長 これまでの再発防止策

で違法採取が発見できなかったということに

つきましては、まことに申しわけなく思って

おるところでございます。 

 基本的には、なぜ根源的に防止できなかっ

たという点につきましては、業者あるいは組

合が、法律や県の削減計画を遵守するという

意識に希薄さがあったというふうに思ってい

るところでございます。 

 今回の手口も、いわゆる二重帳簿をつくっ

ておりまして、いわゆる我々が調査をする裏

をつくっていてごまかしていたということで

ございまして、かなり悪質というふうに思っ

ているところでございます。 

 県といたしましては、違法採取の具体的な

手法等、これから検証してまいろうかと思っ

ております。 

 これまでも、水深調査であるとか、歩どま

り調査とかやってまいりました。その有効性

といいましょうか、何ゆえに見抜けなかった

とかいうことも真摯に反省をして、改めまし

て調査方法の妥当性を検証いたしまして、よ

り効率的な調査方法というものを構築してま

いりたいというふうに思っておるところでご

ざいます。 

 業者につきましては、違反がわかりました

翌々日でございますが、30日に事情聴取をし

ております。何ゆえに違反をしたかというこ

とについても問いただしたわけでございます

けれども、いわゆる彼らの言い分といたしま

しては、非常に経営が苦しくてやってしまっ

たというようなことを陳述しておりました。

ただ、それは本当に言いわけにならないこと

だというふうに認識をしておるところでござ

います。 

 また、業界、今海砂利を掘っておる業者に

つきましては、４業者でございますけれど

も、全て集めまして、12月７日に、組合とし

ての考えというところでお話を聞いておりま

す。 

 その際には、この不祥事に対しまして、ま

ことに遺憾であるというような趣旨の通知を

出しておるところでございまして、現在、組

合としての今後の考え方、あるいは再発防止

策につきまして、今月の25日までに持ってく

るようにということで指導をしておるところ

でございます。 

 あわせまして、まさに業界ぐるみじゃない

かというような御批判があるかと思います。

その辺につきまして、本当にどうなのかとい

う事情聴取をいたしております。これ以上は

ないというようなことを断言しております。 

 そういうことでございますので、改めて、

またこの件につきまして、手口等を精査した

上で調査に入ろうというふうに思っておりま

すけれども、その時点で全ての資料、全ての

ものを開示して調査に協力するようにという
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ことにつきまして、業界の全てが納得をし

て、見せますということを言っておるという

状況でございます。 

 繰り返しになりますが、極めて違法採取を

防止できなかった点、深く反省しております

けれども、改めて、今後の採取をする彼らに

つきまして、県と一緒になりまして、新たな

再出発と申しましょうか、新しい再発防止

策、また構築いたしまして、臨みたいと考え

ておるところでございます。 

 以上でございます。 

 

○鬼海洋一委員 今の状況については、非常

に今問題だという認識のもとで、さらに内容

を分析しながら次の取り組みを進められてい

るということについては、私たちとしても、

もっと厳しくやってほしいという思いがあり

ます。 

 特に、これまでの天祐海運の２度にわた

る、しかも、前回恐らく多くの議員の方々も

びっくりされたというふうに思うんですけれ

ども、あれほど大量の不法採取が行われてい

たという事実。もう深刻に問題点の認識をし

ながら今日に至って、余りにもそこにスポッ

トが当たったところが全く予期しないところ

で出てくるという。じゃあ、これはどういう

検討、対応をされているんだろうかという、

そういうふうに疑問を持つというのは、私一

人ではないというふうに思うんですね。 

 それで、今の奥薗課長の取り組みへの状況

だというふうに思うんですが、そこで、今回

報告されております８月からの分納計画に基

づいた納付、それから今後の状況を判断する

というふうに書かれてありますけれども、そ

の違法採取に基づくこの納付と同時に、何ら

かの処罰といいますかね、そういうものにつ

いては考えておられるんでしょうか。今後の

業者との今の段階でのかかわりの中で、この

計画そのものが履行されるというふうに判断

をされているんでしょうか。 

 

○奥薗産業支援課長 それは、これまでの違

反業者についてでございますか。 

 

○鬼海洋一委員 そうです。 

 

○林河川課長 河川課でございます。 

 天祐海運につきましては、８月８日に許認

可をしております。９月７日から本格的に採

取が行われておりまして、今年度分につきま

しては10月７日に採取が完了しております。

採取量は約３万立米ということになっており

ます。 

 再発防止策につきましては、県に提出いた

します各種の報告書、それから着手前、工事

中、着手後、もろもろの報告についても適切

に履行されております。また、その間、県の

ほうにおきましても、監視カメラ、それから

抜き打ちの乗船調査、こういったものを実施

しておりまして、適切に履行されているとい

うことを確認しております。 

 それから、過料、不当利得返還金につきま

しても、分納計画どおり現在のところ納付さ

れているという状況でございます。 

 天祐海運については、以上のような状況で

ございます。 

 

○鬼海洋一委員 それでは、第一産業の処分

の今後の確定の見通しについては、どうでし

ょうか。 

 

○奥薗産業支援課長 砂利採取法では、刑事

罰というのが確定いたしませんと処分が下せ

ないということになります。したがいまし

て、今立件されておりますので、その確定後

に――砂利採取法及び河川課のほうの不当利

得の関係も同じだと思いますけれども、執行

をする予定でございます。大体３カ月から４

カ月ぐらい、前回の状況を見ますと、それぐ

らいだと思いますけれども、そこはきっちり
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とさせていただくつもりでございます。 

 

○鬼海洋一委員 とにかくこういう問題が出

てくると、せっかく５％削減の中でやってき

ている実績、これからの方向づけをしなが

ら、次なる課題を我々が決定するときに、非

常に重大な悪影響を及ぼす極めて大きな問題

だというふうに思いますので、これはどこか

でぴしっとしていただかなきゃいかぬなとい

うふうに思っておりますから、その点は、ど

うぞ認識を強く持っていただいて取り組んで

いただくようにお願いしたいと思います。 

 

○西岡勝成委員 今回、またこういう違法採

取が、天祐がこれだけ大きな問題を起こした

中で行われたということは、非常に業界その

ものが、もう疑うとずっと前から経常的にや

りよったんじゃないかと疑わざるを得ぬよう

な状態ですよ。これだけ問題にされているの

に、またぞろ違反するということは、相当や

っぱり過去からこういうことが経常的にやら

れたと疑わざるを得ぬので、残念ですけれど

も、今後、これを防止するためには、もちろ

ん先ほど言われたようないろいろな方法もあ

ると思うんですけれども、まず、マニフェス

ト伝票をつくって、例えば５万トンなら５万

トンの採取を認める。５万トンはどこにやっ

たというような、何といいますか、過去を追

っていく。その砂の５万トンを追っていくよ

うな体制をつくったらどうかと思うんです

ね。そうせぬと、仮に違法した物を買ってい

る人もおるわけですから、それをわかりなが

らですね。そういう人たちも罰するような方

向性も、ぜひ検討していただきたいと思いま

す。 

 私は、ずっと水産業の魚類養殖もやってお

りましたので、海のことはわかっているつも

りですけれども、改めて先生方にも海の中の

砂地の重要性というのをここでちょっとお話

ししたいと思うんですけれども、昔は、タイ

の養殖は、みんな天然の種苗をとっておりま

した、人工ふ化の技術がなかったので。今

は、もう完全養殖になって、天然の種苗はと

れませんけれども、昭和40年代から50年代の

初めは天然種苗です。その天然種苗はどの辺

におるかというと、大体芦北とか、水俣と

か、砂地にいるんですね、砂地。 

 私は、福岡の姪浜とか箱崎、あの辺まで何

十万匹というタイの稚魚を買いにいきまし

て、それも全部砂地です。砂地のところに稚

魚期はおるんですね。そういう砂地がなくな

ると、例えばクルマエビの放流をやっても、

ヒラメの放流をやっても、マダイの放流をや

っても、結局は何にもならぬような状況にな

って、やっぱりそこが住みやすい、生息して

大きくなっていく過程の中で重要なポイント

だと思うんですね。 

 そういう中で、例えば骨材も必要でしょう

けれども、アサリの生息にしても、やっぱり

砂地というのは非常に大事な面があるので、

先ほど次期計画の方向性を示していただきま

したけれども、やっぱり水産振興ということ

にウエートをずっと置いてこの計画をやっぱ

りつくらぬと、来年は豊かな海づくり大会も

ありますけれども、片一方じゃ砂をこうやっ

て違法でばんばんとってやりながら、何が豊

かな海づくり大会かと私は思うんですね。 

 そういう意味で、やっぱりこの次期計画

を、ぜひ水産振興というウエートを置いてや

ってほしいし、この前も申しましたけれど

も、そういう意味でも、やっぱり水産振興課

が、もうちょっと海砂利採取の中での権限と

いいますか、そういうものを持たせた上で、

連携をとりながらやっていく必要があると思

いますので、ぜひよろしくお願い申し上げた

いと思います。 

 そこで、水産振興課長に聞きたいんですけ

れども、私が言いました稚魚期の生息に砂場

の重要性というのは私は学者じゃありません

ので、よくはわかりませんけれども、経験か
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らだけの話ですが、どういう役目を果たすの

か。 

 

○平岡水産振興課長 先ほど先生が言われた

ように、確かに、その小さい時期に、貝もそ

うですけれども、砂場、それから藻場等に小

さな魚というのは生息しておりまして、特に

砂地のところの底生生物を餌にしたりとか、

藻場もそうですけれども、藻場につく小さな

生物をとって、それで成長していく、または

隠れ家にもなるということで、砂場につきま

しては、藻場と同様に重要なところだという

ふうに思います。 

 

○西岡勝成委員 そういう中で、有明海、八

代海の要するに水産の水揚げ高が、ずっと―

―いろいろな問題があると思いますよ。それ

はいろいろなほかの環境の問題もあるだろう

し、とる側の問題もあるかもしれぬけれど

も、ずっと右肩下がりで落ちてきている現状

を見ると、やっぱり――ただ、漁協あたりも

種苗を買ってもらって放流はやっております

けれども、やっぱりそこに住むような状況を

変えていきよったんじゃ、なかなか成果とい

うのも上がらぬと思うんですけれども、現

在、大体何万匹ぐらい放流しているんです

か。タイとか、ヒラメとか、クルマエビと

か。 

 

○平岡水産振興課長 マダイにつきまして

は、年間に160万尾放流しております。それ

から、ヒラメにつきましては、70万尾放流を

しております。それから、クルマエビにつき

ましては、有明海の沿岸４県で約700万尾程

度放流をしておりまして、そのうち本県が…

… （中村博生委員長「わかりますか」と呼

ぶ）はい。（西岡勝成委員「大体でいいです

けど」と呼ぶ）500万尾。 

 

○西岡勝成委員 それだけいろいろな尾数、

金もかけて放流しよるわけですから、ぜひ、

この砂の採取のほうも新しい計画の方向性を

今示していただきましたけれども、そういう

水産・漁業振興というものを前提にやってい

ただきたいと思います。 

 

○中村博生委員長 ほかにありませんか。 

 

○城下広作委員 確認ですけれども、違法採

取というんですけれども、最終的にその違法

採取をされたその数量というのは、何の根拠

でその数字がそれはわかっているのかとい

う、それを単純に聞きたいと思います。本人

の申告なのか、とって売った伝票なのか。 

 先ほど、西岡先生から、マニフェストとい

う形があったけれども、ああいうのだったら

わかるんですけれども、実際にとる分は二重

帳簿で、これだけとったというのは、それは

つくった数字で、実際には違法採取はこれだ

けありましたという数字のその根拠というの

は、それは何ですか。何で出しているんで

す、そういうのは。 

 

○奥薗産業支援課長 海上保安庁のほうが立

件をしております。一応教えてもらうように

申し入れはしたんですけれども、捜査上の秘

密ということで、まだ立件もされていないと

いうことで、明らかにはしていただいており

ません。ただ、想定いたしますと、二重帳簿

あたりをつくっておりますから、その帳簿か

ら逆算して数量をある程度特定することは可

能だというふうに思います。 

 

○城下広作委員 だから、我々根拠も何もわ

からぬで、それがその数字が幾らとかなんと

かで論じることが大体普通おかしいんです

よ。根拠もない数字でどうだこうだという話

をしとって、逆に言えばそこぐらいちゃんと

しっかり押さえとかないと、本当にそういう

細かく幾らなんだこうだと小さい数字でやっ
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とるのに、とった数字の根拠すら知らされと

らぬとか、ようわからぬとかという話で、ど

うだこうだという話自体がちょっとかなり厳

しい話で、その辺は本当に数字的にしっかり

数字を教えてもらって、それがどのくらい影

響するか云々かんぬんと考えとかないと、何

か空論で話をしているみたいな感じで、そも

そも論じゃないかなと私は思いますけどね。 

 

○奥薗産業支援課長 大変申しわけございま

せん。 

 今、書類等については、検察のほうに押収

されておりまして、すぐにも確認したいわけ

でございますけれども、現時点ではございま

せん。戻りまして、直ちに私どものほうも調

査に入りたいと思っております。 

 それから、その数量につきましては、業者

のほうは大体その容疑を全面的に認めており

ますので、現在発表されておりますものにお

おむね近い数字と言いましょうか、要するに

はっきりしてない部分はございますけれど

も、おおむねの容疑は認めているという状況

でございます。 

 

○城下広作委員 やっぱりそうやって最初か

ら違法採取をしようとする人は、どのくらい

とろうという数字を把握してとる人はいない

と思います。とにかくとれるだけとってみよ

うと、結果的にそれがどれぐらいだったんだ

と、後で回想して幾らというふうになると思

うから、やっぱり本当に防ぐとすれば、それ

がどのくらい実際とるという、やっぱりちゃ

んとしたマニフェストとかそういうことでや

らないと、これは無理です、数字をつかむな

んていうのは。それはもう大体どのくらいと

ってというのは細かくわかるのは無理だか

ら、本当に厳しくするんだったら、そこから

やっぱり何かかからないと、今後違法採取が

どうだこうだと論議するときに、その方法を

やっぱりしっかり考えてからじゃないと、数

字の目標とかなんとかというのは、これは私

はその数字自体が意味がないような形になる

と思いますので、そこは今後の対策でしっか

り考えていただきたいと思います。 

 以上です。 

 

○奥薗産業支援課長 先生がおっしゃるとお

りだと思っております。そこに業者のほう

も、海の底のところだから、その日どれぐら

いとれるかどうか、正直言うとわからない

と。掘ってみて、ああきょうはこれだけとれ

たんだなというのが今の実態でございます。

そこが、先生おっしゃるように不明確な部分

でございます。 

 現在、天祐については、特別監視をしてお

るというところでございますが、まさにそこ

の、まず自分のとる量がどれだけだというこ

とを把握することから始まるというふうに思

っておりまして、現在やっておりますのは、

計画採取。まずは、どれくらいとるのか、そ

れからどれだけとったのか、どれだけ納めた

のか、それぞれにガラス張りにして、その計

画を出させて、それをカメラ等の機械によっ

て検証すると、そういう形で再構築をしてお

ります。 

 ただ、今回、天祐だけそれをやっておりま

したものですから、今回の事件につきまして

は捕まえられませんでしたけれども、今後、

そういうようなところも含めて、先生がおっ

しゃったような精神でやらせていただきたい

と思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 

○中村博生委員長 ほかにありませんか。 

 

○福田環境立県推進課長 済みません。今御

意見いただいたことにつきまして、私ども環

境立県推進課も計画を所管してはおりますけ

れども、この計画を本当に実効性あるものと

するためには、今御指摘いただきましたよう
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な違法採取を起こさないということ、これが

極めて重要だと思っております。許認可の担

当課と一緒になって、今現状でどういった方

策でやっていくかということを検討させてい

ただいておりますので、御意見も踏まえまし

て、しっかりとした対策を検討してまいりた

いと思います。よろしくお願いします。 

 

○山口ゆたか委員 この別紙の２枚目に沿っ

てちょっと話させていただきたいんですが、

今覆砂でおおよそ20万立米、22年から、23

万、16万、20万と覆砂に利用されております

けれども、次の次期計画の方向性ということ

で、削減の方向性を維持とありますが、実際

皆さんが今まで計画しとるこの海砂利の削減

計画も本年度が18万7,000ということで、ど

う理解しとけばいいのかなと、もう一回基本

的に教えてほしいなと思うんですけれども。

削減の方向性を維持しつつ、しかし、覆砂に

は県外産も含めて20万、そしてまた、航路し

ゅんせつとか、そういった泥も含めて20万以

上必要だということなんですけれども、それ

で削減というのはなかなかちょっと理解でき

ないところなので、そのあたりを全体的にち

ょっともう一回説明していただければ。 

 

○福田環境立県推進課長 この覆砂事業につ

きましては、16年２月にいただきました御提

言、これは先ほど申し上げました県営の作澪

事業により発生する土砂などがございます。

御提言の中で、こういった作澪、しゅんせつ

で発生する良質な砂については、購入砂に優

先して活用するようにというような御提言が

ございました。 

 このために、県営で行っております作澪事

業の土砂というものを覆砂事業に優先的に活

用してきたところでございまして、それに不

足する分、その部分が民間の採取による購入

砂ということで考えております。 

 おっしゃいますように、今現在の採取限度

量が18万7,000立米に対して20万立米あるで

はないかといった御意見かと思いますけれど

も、実際に購入砂として購入する必要がある

民間の採取の砂というのは、そこまでの量に

はなっていないという状況であると考えてお

ります。 

 

○山口ゆたか委員 そのあたりは全体として

は理解しとる中で、なかなか今の説明とは、

この計画の削減量の推移等からは読み解くこ

とができないんですよね。もうちょっとより

明確性というか、具体性がどうなのかという

のはなかなか読みづらいので、例えば新たに

こういった特別委員会に入ってきて説明を聞

いたとしても、理解するまでに私もかなり時

間がかかりましたし、そういった状況である

なら、もうちょっと明確にいろんな規定をし

ていいのかなという気がせぬでもないです。 

 それと、確かにいろんな兼ね合いがあると

思いますが、やはり運搬料等々を含めると、

県外から砂を購入するというのはすごく高価

になってくるだろうと。例えば、今後、覆

砂、それはもう作澪や航路しゅんせつ、そし

て、覆砂に必要な分の採取を県内だけに特化

してやるという方向を決めたにしても、細骨

材としての利用も、こっちの次ページのほう

を見ると、やはり県内の海砂というのは、お

およそ50万弱ですか、必要だということもあ

りますので、今の計画のこの図をもとに次期

計画を表現するというのはなかなか厳しいん

じゃないかなと思うんですよね。もう一回そ

のあたりを我々も審議せないかぬでしょう

し、確かに皆さんの今まであった質問の疑念

あたりもある程度払拭できるような明確なも

のをつくるべきだろうなというふうに私は考

えますけれども、委員長にそれはお願いして

おきます。 

 

○中村博生委員長 今、山口委員からありま

したけれども、もうちょっと詳細にわたると
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いうか、詳しいあれが必要じゃないかという

意見です。次期計画においては、特にその辺

は重要な部分であろうと思いますし、いろい

ろ御意見も出ましたけれども、今回の違法採

取ですね。私の地元で発生しておりますし、

大変……（「心苦しい」と呼ぶ者あり）重要

な事件でもございますし、業者も４～５社し

かいないような状況で、水産振興を基本理念

として次期計画も策定されると思いますけれ

ども、今山口委員も言われました、そういっ

た部分もやっぱりわかりやすく委員会にも出

していただければ、委員会としても、協力と

いうか、一緒になってできるような形ができ

るんじゃなかろうかと思いますので、今の意

見も重視していただいて、まだいろんな問題

点もあろうかと思いますので、その辺は、し

っかりしたせっかく――ある意味今回の違法

採取の件で、次期計画がよりよい計画になる

ような気がします。これを反省反省ばっかり

しとってもだめですから、いろんな部分で監

視体制を強化するとかじゃなくて、それも必

要なんですが、やっぱり業者の認識だと思う

んですね。自分たちはこうなんだという認識

を持たせること、そういったこともやってお

られるかと思いますけれども、採取業者も必

要なわけですから、県内にとってはですね。

覆砂もせなならぬ、いろんな部分でもありま

すから、その辺も頭に入れて次期計画の策定

に当たっていただければと思いますので…

…。 

 

○鬼海洋一委員 いいですか、まず、その前

に。今の委員長の発言をお聞きして、もう少

し私なりに補足をしなきゃいかぬなというふ

うに思いました。 

 先ほど話があっておりますように、西岡先

生のほうからもお話がありましたが、これは

もともとこの削減計画はどこから始まったか

というと、つまり有明海やあるいは八代海が

このままでは瀕死の重症を負うと、水産振興

の面から非常に大きなそういう環境を悪化す

るファクターがこの砂の採取にあるというよ

うなさまざまの検討結果を受けて、この削減

計画が実際５年前に立てられて、一遍に影響

を――それぞれの業者の方々もいらっしゃる

わけですから、そこに一挙に負担をかけるわ

けにはいかないから、徐々にやっていこうと

いうことから５％の削減計画を立ててきたわ

けですよね。 

 ですから、その意味では、これまでの経過

についてお互いにそういう状況の中で展開さ

れてきたという認識を、まず、この委員会は

環境対策特別委員会ですから、海の再生、そ

れから保全、こういうものを考えてやってき

たという認識を、まず確立すべきではないか

というふうに思います。 

 そして、その上で、部分的に出てきている

違法採取、これをどういうぐあいに取り締ま

っていくかというのがもちろんありますけれ

ども、しかし、本質というのは、そういう思

いの中で次なる削減をどうしていくかという

ことが課題ですから、その辺を一遍認識をい

ただいて、そういう方向性のもとに次なる計

画を立てていただきたいということを改めて

申し上げておきたいというふうに思います。 

 

○谷﨑環境生活部長 今いろいろと御意見を

いただいております。今、鬼海委員のほうか

らもお話がありましたけれども、この海砂利

採取削減計画なるものについては、歴史的な

経過からしても、平成12年の非常に赤潮等に

よる海の異変が起こっているという状況に対

して危機的な思いを抱かれた県議会のほうか

らも、甚大な漁業被害に対して何らかの形で

八代海、有明海を再生しなきゃいけないとい

う取り組みの中から始まったというふうに私

どもも認識しております。 

 そういう中で、県議会と私ども、ともにな

って国に対しても働きかけをし、平成14年に

は特措法ができ、そして16年には議会からの
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提言をいただいたという状況でございます。

そういった歴史的な経緯を踏まえまして、我

々としては、そういう思い、取り組みという

のを決して忘れちゃいかぬなということで、

肝に銘じて今回の新たな削減計画に取りかか

っているところでございます。 

 先ほど山口先生のほうからもお話がありま

したけれども、もう少し具体的な話でないと

なかなかわかりづらいんじゃないかという御

指摘は、もうごもっともだと思います。 

 今回の中で、どこまでこの特別委員会の中

にお示しをしようかなということでいろいろ

と考えました。まずは、その削減計画をつく

るということ、そしてまた、その方向性につ

いて、ポイントとなる部分をお示しして、御

理解を賜りたいなというところでやっており

ます。 

 これは、これまでの提言を踏まえて、海砂

利を中長期的には縮小の方向でということで

御提言をいただいておりましたので、その方

向を踏まえて、今回も一応その削減の方向に

ついては維持するというところで出しており

ます。 

 それと、先ほどからいろいろ御指摘もいた

だいております監視体制の問題ですが、絵を

幾らつくっても、計画を幾らつくっても、そ

れが守られなければ意味がないわけですの

で、この監視体制についても、強化をすると

いう意味では、再度見直しをした上で、その

あたりもきちっと今回の計画の中には書きと

めなきゃいけないだろうなと思っておりま

す。 

 それで、非常にわかりづらいという部分に

対しましては、方向性だけを示しているもの

ですから、非常に今回申しわけないんです

が、そういうのがわかりづらかった部分があ

るかと思っております。 

 それから、骨材関係につきましては、確か

にこの目的の中には今回入れない方向で考え

ているということでお示しをしているところ

でございます。先ほど産業支援課からも御説

明がありました骨材の需給見通し、あるいは

現在までの概要についてお話があっておりま

す。骨材につきましては、違法の採取がなさ

れたことによりまして、県外産等で100万立

米のうちの海砂については県外産、それから

その不足分については山砂でということで、

そういう業界としてのその対応が今なされて

おる状況ではあります。 

 ですから、そこにつきまして、この県外産

の海砂の取得というものがどこまで可能なの

か、あるいはそれが完全に切れるのかどうか

というのは今後の状況ですけれども、県外産

の海砂の供給というのは、今後とも一定程度

は続けていくのだろうと思っておりまして、

そういったものを前提としながら、先ほどの

御説明をした次第でございます。 

 今後、砂利採取の削減につきまして、一定

程度の削減の方向というふうに申し上げまし

た。そうであれば全くとらないのが一番いい

んじゃないかという御発言も覚悟しておりま

した。 

 ただ、御理解を賜りまして、水産振興とい

う観点からいけば、先ほど西岡先生からも話

がありましたように、やっぱり砂というのは

どうしても海域にとっては主要な部分だとい

うことになりますと、漁民の皆さん方のこと

を考えれば、やっぱりある程度の砂というの

は覆砂としては必要だということで、水産資

源の回復に係る漁業振興というのを考える上

では覆砂というのはぜひとも必要だというこ

とで、縮減の方向にありながらも、覆砂につ

いては御理解を賜りたいということで考えた

ところでございます。 

 今、それぞれの委員の皆様方からの、この

海域に対する熱い思いというのを語っていた

だきましたし、我々としては、それをもう本

当に真摯に受けとめて、新たな計画の中で

も、そのあたりの方向性に沿って、御意見を

賜ったことを改めてしっかりと受けとめて策
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定してまいりたいと考えております。引き続

き、御助言、御協力をお願いしたいと思いま

す。 

 総括的な話には非常に雑駁ではございます

けれども、今御意見を賜りましたことに対し

て、個別にちょっとお話をさせていただきま

した。また御意見がありましたら、またお答

えさせていただきます。 

  

○山口ゆたか委員 骨材は今度は省こうとい

う話をちょっと――それはいいのかなと思う

んですけどね。じゃあ、例えば骨材をこの計

画から省くことによって、どれだけ規制が―

―方向性は示すことはできるにしても、規制

の対象となるものがなくなりますよね。漁業

振興は、それはせないかぬ。鬼海先生が言わ

れた海域の環境も守りたいというのは私も思

うんですけれども、じゃあ、より現実的なも

のって何かという話になってくるんですけど

ね。 

 まだまだ皆さん、行政でできることはたく

さんあると思ってて、例えば今採取の許可を

出すときに、これは水産振興課なんですか

ね。漁業調整規則によって、採取には、岩礁

破砕の許可の申請書とか、採取の計画とか、

位置とか、区域とか、そういったことを申請

書と一緒に出せって言ってますよね。そうい

ったことも実はある程度管理していかない

と、例えば、これは漁業者から聞いたことで

すけれども、そこが砂地の海域であるという

ことはわかったにしても、漁をすれば、そこ

にどれだけの砂があって、その砂がどれだけ

覆砂に適しておるかなんてわからないという

わけですよね。それを、例えば皆さんが決め

る規則によって漁業組合とか採取業者に任せ

ておって、それで違法性が出たらだめですよ

なんて言うのは、ちょっといまいち――行政

としての対応を、もうちょっと管理者として

の対応をもうちょっと自分たちで調べられる

というか、自分たちで対処できることを本当

にふやさぬと、本意に海域環境は守れないと

も思いますし、もう一回この規制についても

規則についても見直すべきだなと私は思うん

ですよね。 

 そういったことも含めて、でも、細骨材を

この計画から排除するというのも何かしっく

り腑に落ちませんし、だったら、もう県内で

コンクリート等に必要なものとか建設業に必

要なものというのは全部県外から入ってくる

ということになって、工事費の高騰とかも考

えられますけれども、何かよりもうちょっと

しっかりとした――計画は来年度から決めな

いかぬという時間的に切迫してきているのは

わかるんですが、もうちょっとちゃんとした

視点において取りまとめる必要があるんじゃ

なかっかなと思って、何か今の答弁じゃ腑に

落ちぬところがあるとですけれどもね。 

 

○髙野洋介委員 関連してお話しさせていた

だきますけれども、私も当然海域は守らない

かぬというのは十分思っておりますし、それ

に対して異論は全くございませんけれども、

コンクリート出身の人間として、いろいろと

言わせていただきますけれども、コンクリー

トは海を守っているんですよね。海岸を守っ

たり、テトラポットをしたり。それが県外産

になると、コンクリート業界にとって、それ

ぞれの生コン業者にとって、どういう影響が

あるか、御存じの人、手を挙げてもらってい

いですか。いろんな影響があるんですよ。 

 例えば、骨材を１つ変えますよね。骨材を

１つ変えたときに、どのくらいかかると思い

ますか。申請とか、試験練りとか、１年かか

るんですよ。夏用、冬用、標準用。だから、

そういったところを皆さん方がちゃんと理解

をした上で、骨材のやつをとらないようにし

ますよと言うんだったらわかるんですけれど

も、コンクリート業界は誰も知らないんです

よ、こういうこと。きちんと関係する団体に

は説明をして意見をもらっとかないと、上か
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らぽんと、もう県外産しかだめですよという

ことになったら、いろんな影響があります

よ。 

 そういったことを踏まえて、土木も農林も

いるんですから、そこをちゃんと検討した上

で委員会に出してもらわないと、困ります

よ、民間の方々は。どうお感じですか。 

 

○西田土木技術管理課長 土木技術管理課で

ございます。 

 先ほど、骨材の実態調査につきましては、

産業支援課のほうからお話がありましたけれ

ども、平成22年度の需給状況で見ますと、骨

材用として約100万立方メートルが使われて

おります。そのうち、例年、いわゆる県内産

の割合は、大体約５万立方メートルというこ

とで、大体５％ということで、率的には低い

状況にございます。 

 それと、県内でとられております海砂は、

八代海におきまして作澪目的で採取されたも

のでございます。それが販売されているとい

うことで、今回の新しい削減計画におきまし

ても、このような漁業振興目的で採取した砂

の建設資材としての利用は認める方向で検討

しております。 

 したがいまして、基本的には枠組みが変わ

らなければ、現状どおり骨材として利用でき

る可能性が高いというふうに考えておりま

す。したがいまして、そういう点では影響は

大きくないのかなというふうには考えており

ます。 

 

○髙野洋介委員 それは十分わかっているん

です。だから私が言っているのは、来年、再

来年の話じゃなくて、中長期的な話をしてい

るわけであって、そういうどんどんどんどん

削っていったら、いつかは県内産がとれなく

なるというような状況が来ると思うんですけ

れども、そういった中長期的なことを考えて

言っているわけであって、そういったところ

を丁寧にそれぞれの団体に状況を説明してい

かないと、将来の会社の運営自体が私は非常

に困るところもあると思うので、そういうと

ころを言っているのでありますので、来年、

再来年の話をしているわけじゃないんです

よ。 

 だから、来年になってからでもいいので、

いろいろ組合があるじゃないですか。そうい

ったところに皆さん方から出向いて、それぞ

れの関係者の方々に丁寧な説明と御意見をい

ただいた上で、この計画には少しでも反映で

きるようにしていただきたいということを思

っております。 

 

○西田土木技術管理課長 今後、この削減計

画の具体化に向けましては、多分関係業界と

の調整というか、意見交換なんかもなされる

と思いますので、その辺も含めて検討してま

いります。 

 

○中村博生委員長 まだそういうあれはして

ないんですか、関係業者というとかな。 

 

○福田環境立県推進課長 漁協の皆さんから

の要望を伺った際ですとか、そういった形で

御意見は個別には伺っているところはござい

ますけれども、こういった方向性について

は、まだ固めておりませんでしたので、こう

いった方向性についていかがかという形での

関係団体の皆さんへの御意見を伺う機会とい

うのは、これから関係各課で持っていきたい

と考えております。 

 

○中村博生委員長 港湾課長お見えですけれ

ども、サンドコンパクション関係の砂が要る

ごつなるですよね。そういうときは、どうい

った対応すっと。 

 

○松永港湾課長 港湾課でございますけれど

も、確かに委員長御指摘のとおり、今現在は
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やっておりませんけれども、八代港の大築島

南地区というところで土砂処分のための工事

が計画されています。その計画の中でサンド

コンパクションの工法を導入する計画になっ

ておりますけれども、現時点では今休止して

いる状況です。再開になれば、そういうふう

な砂の必要性が出てくるんですけれども、今

いろいろ技術管理課からも説明がありました

ように、現時点での供給体制が継続していけ

ば、特に大きな問題はないのかなというふう

に考えております。 

 

○中村博生委員長 現時点では中止しとるけ

れども、近い将来的には、もうどうせ工事に

かかるわけでしょう。来年度から、また年々

減らすわけだけん、そういったときには、部

長、緊急的にどういう対応かなんかできる

と。もう県外だけになってしまうんですか。 

 

○谷﨑環境生活部長 サンドコンパクション

そのものについては、今港湾課長のほうから

話がありましたように、今のところ工事箇所

についての修正の部分は出ておりませんけれ

ども、今後必要性に応じてということはあり

ますが、出回っておる海砂の利用ということ

になってくると思います。 

 サンドコンパクションそのものは、海底の

地盤強化ということで扱われるものですの

で、県内産、県外産ということでの違いでそ

この違いが出てくるかどうかというのは、ち

ょっと私は技術的なものではありませんけれ

ども、ですから、いずれにしても先ほど港湾

課長が言いましたように、現在の供給がなさ

れている状況であれば、そういったサンドコ

ンパクションに対する対応もできるというふ

うなことところだと思います。 

 

○山口ゆたか委員 １個だけ確認させてくだ

さい。 

 ならば、次期計画の方向性というのは、漁

業振興を目的とした海砂利採取、これはもう

覆砂にとるとか、航路しゅんせつ用にとか、

作澪からとるというのも含めて、これだけを

明記して削減の方向でやるということで理解

しとってよろしいですか。 

 

○福田環境立県推進課長 そういった方向で

検討しております。 

 

○山口ゆたか委員 その他という書き方は、

今までの計画で言えば、その他という書き方

はしないということですね。ほかの利用のや

つは、どれだけでもそれは規定を決めないん

ですからとれる可能性があるということです

よね。例えば、細骨材とか、骨材に必要なも

のというのは、明記しないんだったらとれる

可能性があるということになるんですよね、

どれだけでも。 

 

○福田環境立県推進課長 採取を認めるもの

が、ここの計画に規定しているものというこ

とになりますので、規定していないものは認

められないということになります。 

 

○山口ゆたか委員 もうほとんど県外という

ことですね。 

 

○谷﨑環境生活部長 今、山口委員のほうか

らもお話がありました。じゃあ、ほとんど県

外かということですが、一方では、この作澪

から来る副産物の利用というのは一方ではあ

るとは思います。それはできるだけ覆砂に利

用していただくというのは大事ですけれど

も、それで、覆砂利用の後については骨材の

利用も可能になるのかなということで、先ほ

どもこちらのほうからもお答えした内容です

が、そのような利用も一応想定はできるので

はないかなと思っております。 

 

○中村博生委員長 確認ですけれども、24年
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度18万7,000立米でしょう、概要が。その他

が８万1,400立米で、次期計画は、この８万

1,400がなくなるということかな。 

 

○谷﨑環境生活部長 今24年度をベースにす

るとすれば、３万2,500の覆砂分と、それか

ら、その他の８万1,400、これを足し合わせ

たもの、これを覆砂ということで考えるとい

うことでございます。 

 

○中村博生委員長 丸々覆砂という意味。 

 

○谷﨑環境生活部長 覆砂目的としての上限

として、もし仮にこれをベースとすれば、そ

ういった意味での上限の設定の仕方もあるの

ではないかと。ですから、その他が丸々なく

なって３万2,500の覆砂のみということでは

なくて…… 

 

○中村博生委員長 プラスということ。 

 

○谷﨑環境生活部長 はい。ということで、

枠として覆砂用という形でのそういう考え方

をとれたらということで考えております。 

 

○中村博生委員長 枠として――勘違いしと

った。今の説明では、骨材関係が十分間に合

いますよという意味合いの説明だったと思う

んですが、仮にこういう計画にして不足する

ような事態が起きた場合は、この覆砂の括弧

その他のあっとかな。その辺はどやんです

か。 

 

○福田環境立県推進課長 今部長から申し上

げましたように、近年、覆砂の量がかなり大

きくなってきておりまして、先ほども御説明

しましたように、県外産が今７万立米を超え

る量が必要になってきているという状況がご

ざいます。そういった状況を考えてみます

と、この覆砂の今までの枠の３万2,500では

到底足りないのではないかという状況もあり

ます。 

 この大枠につきましては、議会の御提言、

縮小の方向ですので、段階的縮小という方向

では考えておりますけれども、その他の枠と

いう部分は、全て覆砂の枠として、漁業振興

のための枠という形で現在のところ検討して

いるところでございます。 

 それから、八代海で行われております航路

しゅんせつ、作澪につきましては、これは漁

船の航路を維持すること、あるいは潮通しを

よくするためにどうしてもそこにある土砂を

取り除かなければならないという面がござい

ます。 

 そういったところで、そこで土砂をとって

いくわけでございますけれども、その結果と

しては海砂利がとれることになります。そう

いった、いわば副産物的に発生するような海

砂利については、これは有効活用の観点から

使っていただくことは問題ないと私たちは考

えております。今その部分が覆砂あるいは骨

材などに回っているという状況でございま

す。 

 それで、あと、この社会経済情勢が大きく

変動したようなときに、そういった骨材の需

要量がふえていくといったような状態、ある

いはその県外産の海砂利などの供給状況に大

きな変化があったような場合、基本的には、

私どもは、この特措法と議会の御提言を踏ま

えれば、それは何らかの形で県外産の海砂利

になるかもしれませんし、代替材を有効活用

する方向では検討したいと思っておりますけ

れども、やはりどうしても県内産の海砂利が

そういった状況変化に応じて必要ということ

になれば、それは議会とも御相談しながら見

直しをしていくということで、見直しの規定

は今度の計画の中にも置いていきたいという

ふうに考えているところでございます。 

 

○中村博生委員長 ほかにありませんか。 
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○西岡勝成委員 ちょっと関連していいです

か。 

 荒瀬ダムが今開門をして放流をやっており

ますが、我々も撤去の提言をプロジェクトチ

ームでした人間として、もうあれから随分日

にちもたっていますので、放流し始めてから

ですね。撤去まで行っておりませんが、そう

いういい環境状態というのは、12年に大赤潮

が発生して、そのことも一つの大きなきっか

けとなって我々も提言をした経緯があるんで

すけれども、今の状況の中で、河川海域、ま

た河口周辺の海域における漁民の人たちや河

川や海の漁民の人たちの反響というのかな、

実態的なものは何か把握されている部分はあ

りますか。 

 

○福原工務課長 企業局工務課です。 

 荒瀬ダムの撤去に当たっては、企業局で

は、撤去工事に万全を期すためとか、生物多

様性回復の観点から、下流の遙拝から上流の

瀬戸石ダムの範囲で環境モニタリングを行っ

ております。ただ、遙拝から下流につきまし

ては、調査区域における最下流の地点におき

まして水質等の異常が見られた場合には、さ

らに下流まで調査をすることも検討するな

ど、必要に応じて見直すこととしているとこ

ろです。 

 ところで、現在の状況ですが、平成22年４

月に荒瀬ダムゲートを開放しましたが、ゲー

ト開放後の水質としましては、モニタリング

調査の結果、pHそれからＢＯＤについて、い

ずれの地点も環境基準の河川Ａ類型をおおむ

ね満たしておりまして、ゲート開放前と比較

しますと、安定した水質結果が得られている

状況でございます。 

 また、平成24年９月には、荒瀬ダム本体撤

去工事に着手しましたが、これもおおむね安

定した良好な水質を保っている状況でござい

ます。ただ、濁りにつきましては、下流に汚

濁防止膜を設置しまして、濁水を捕捉してお

ります。このことにつきましては、漁協等の

関係者からも、かなり効果が上がっていると

いう声を聞いております。 

 また、遙拝より下流につきましては、現

在、国や県が調査を行っておりまして、お互

いに調査したデータなどの情報交換を行って

おりまして、現在のところ大きな変化が生じ

たという話は聞いておりません。さらに、河

口域につきまして、干潟の調査とか、カニや

ハゼ等の生物の調査などにつきまして、熊本

大学とか九州大学の研究グループのほうが調

査を行っております。 

 これらの調査の中で行われております地域

住民のヒアリングによりますと、ゲート開放

後の現在においては、砂地を好む生物種やこ

れまで減少していた生物種の増加が見られ、

全体的に生物種、生物量ともに増加傾向にあ

ると。具体的には、アサリだとかハマグリな

どの漁獲量がふえているという意見が伝えら

れているということを聞いております。 

 今後、企業局としましても、同グループと

情報交換等を行いながら、河口域などの状況

については注意していきたいというふうに考

えております。 

 以上です。 

 

○西岡勝成委員 河川からの、要するにダム

で受けとめた砂利とか砂が最終的に海に流れ

込むということは、非常に私はいい結果にな

っていくのだろうと期待もするんですけれど

も、そういう兆候が少しでも見えて、河川か

ら砂利や砂が海域に流れ込むということは非

常に期待もしますので、ぜひ、今後とも調査

をしながら、やっぱり水産課も一緒になって

経過を報告いただきたいと思います。 

 

○城下広作委員 荒瀬ダムは、ダム湖にある

砂は大体どのくらいあるというふうに見てい

ますか。わかりますか、砂利、砂、ダム湖に



第９回 熊本県議会 環境対策特別委員会会議記録（平成24年12月14日) 

 - 24 - 

堆積している量は大体どのくらいというこ

と、目安として。 

 

○福原工務課長 平成18年の３月時点で、荒

瀬ダムの土砂等の撤去について基本方針をま

とめているんですけれども、そのときに砂れ

きが約70万立方メートルございました。 

 

○城下広作委員 その70万は覆砂とか骨材に

使うということで、その削減計画とは何ら関

係ない、別の量として考えていいんでしょ

う。 

 

○福原工務課長 ここに堆積している砂れき

につきましては、ダムの撤去前に５万立方メ

ートル、それから、撤去している途中までに

またさらに５万立方メートルとることによっ

て急激な土砂の下流への流出等を防ぐという

ことを今考えているところなんですけれど

も、残りの砂につきましては、自然流下をす

ることによって河川環境等の回復につなげて

いきたいというふうに考えているところで

す。 

 

○城下広作委員 じゃあ、主流は自然流下で

やっていくということなんですね。まあ、そ

れがいいなら、それはそれで仕方ないですた

いね。それが骨材に回されるというのがあれ

ば、少しは先ほどの削減計画の足しになれば

なという思いで、ちょっと言ったところでご

ざいます。わかりました。 

 

○吉永和世委員 砂利採取業、全国的にいろ

いろあって、廃止になった地域等もあって、

これまであると思うんですが、今の本県の現

状と同じような、そういった歴史があって廃

止にもっていったという、多分そういった地

域もあるのかなと思うんですが、業者は熊本

県で４つと認識しているんですが、この４つ

というのは間違いないですかね。 

 

○奥薗産業支援課長 現在採取しているのは

４社でございます。 

 

○吉永和世委員 ４社の中で２社はもう悪い

ことをやって、結局あと２社しかまともな会

社はないという認識で、何という業界なんだ

という認識なんですが、こんなことを繰り返

す業界だったら、ある意味、もしもう一回悪

いことをやったという業者が――業者が変わ

ればいいんですけれども、変わる可能性がな

いような感じなので、もしもう一回こういう

ことがあったときには、もう砂利採取はゼロ

にする、廃止するという、そういった方向性

を打ち出すような県の覚悟はあるのか、ない

のか、そこら辺ぜひちょっとお尋ねしたいん

ですけれども。 

 

○高口新産業振興局長 確かに、瀬戸内海で

10年ぐらい前にいろいろ問題を起こしたとき

には、広島とかについては、一遍にといいま

すか、廃止という形になりました。 

 今回、２社が非常に悪質な違反をしたとい

うことで、我々も非常にそこは厳しく対応す

る必要があると思っております。 

 残り２社につきましても、先ほど産業支援

課長がお話をしましたとおり、これからきっ

ちりと調査をかけてまいりたいと思っており

ます。その結果によりましては、私どもの基

準というか、許認可の基準、あるいは登録取

り消しの基準もございますので、かつて天祐

海運にやったように、登録取り消しという形

の処分もあり得ることかなと思っておりま

す。 

 特に、八代の企業さんについては、小規模

な経営をやっておられますので、仮にそうい

った処分をやれば、相当な確率で廃業という

ことにならざるを得ない状況もあるのかなと

思っておりますが、そこはまずはしっかりと

調査をした上で対応を考えるしか現時点では
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ないかなと思っております。 

 

○吉永和世委員 他県を事例にするなら、そ

ういった広島とかなんか今言われましたけれ

ども、何回やっても、業者がかわらぬと、同

じことを毎回毎回やったってしようがないじ

ゃないですか。だから、業者をかえるか、も

う砂はとらぬか、もうはっきりしたらいいん

じゃないですか。悪いことをして存続するこ

と自体がそもそもおかしい話なんですから、

かえれるんだったら何も言いませんけれど

も、かえれない状況の中で同じことを繰り返

していくわけですから、これはもう次やった

ら採取はゼロと、廃止するというぐらいのこ

とを打ち出したほうが、業者もしっかりする

んじゃないですか。そこら辺言ったがいいん

じゃないですか。 

 

○岩中伸司委員 私も先ほどから聞いてて、

非常に、この企業そのものが、先ほど課長の

説明でも経営が苦しいからというのをちらっ

とおっしゃいましたけれども、極端に言え

ば、そういうことで法に違反することをやる

ということは許せぬということが大前提にあ

るんですが、体質として、砂利採取業という

のは私は全くわからないんですが、これはも

うけが少ない非常に利潤率が低い業界なんで

すかね、もともと。どなたか御存じですか。

利益率が……。 

 

○奥薗産業支援課長 要するに、船さえあれ

ば材料費は要らないわけですから、ある意味

で経費的にはおいしいところはあるかと思い

ますが、現状としては、かなり需要も減って

おりますし、とる量も限られておりますの

で、非常に厳しい経営を現状としてはなさっ

ているというふうには認識しております。 

 

○岩中伸司委員 県内の関係も、わずか４社

の中で、もう２社がここでもかなり問題にさ

れてきたんですけれども、現実、双方違反し

て採取をしているという現状ですので、これ

はいろいろ取り締まりでは、前回から天祐海

運のところから監視体制を強めるとか、この

委員会でもたくさん報告をいただきましたけ

れども、そうやってもなおかつそういう認識

ですので、私は、企業の根本的なところの問

題があるんじゃないかなというふうなことで

ちょっとお尋ねしたんですけれどもね。 

 

○奥薗産業支援課長 組合を呼びまして、４

社しかございませんので、全部呼びまして、

話をさせていただいて、現在、組合としてど

ういうふうな対応方針をするのかということ

を聞いているところでございます。組合のほ

うにも、現状置かれている状況は、本当に組

合ぐるみでやっているんじゃないかというよ

うな眼鏡で見られているんですよということ

を認識していただいて、本当に再生するので

あれば、そういう環境のもとに、この苦境と

いいましょうか、逆境を乗り越えるだけの真

摯な対応が姿勢が必要ですよということは、

我々も一緒になって指導してまいりたいとい

うふうに思っております。 

 ただ、現状として、まだやって――済みま

せん、前回委員会の中で、まじめにやってい

るところもありますと、私申し上げたことも

ございますけれども、あるということを信じ

させていただいて、もう一度再構築させてい

ただきたいというふうに思っているところで

ございます。 

 

○早川英明委員 今ずっとそれぞれ先生方の

意見を聞いておりましたけれども、違反を取

り締まる――私は、先ほど西岡先生がおっし

ゃいましたように、どうしたら一番いいかと

いうのは、まず、県が主導権を握るというこ

とになれば、そのマニフェストといいます

か、あるいは伝票といいますか、それを県が

つくって、それを業者が県から買って、連番
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を打って、どしことりました、あるいはそれ

をどこに売りましたという、その一連の伝票

を県が作成をして、業者にはその伝票をつく

らせずに県がその主導権をとって、県がつく

った伝票で全部作業をさせていくというよう

な形が、私は皆さん方が一番把握できるんじ

ゃなかろうかなというふうに思います。 

 ただ、とって売るのは、きょうとったやつ

を、すぐきょう売れるということはありませ

ん。だから、そこの誤差はありますけれど

も、それを１カ月あるいは２カ月、あるいは

半年、１年という形で、とった量、売った

量、それをチェックしていくというような形

をして、そういうマニフェストをつくられた

ら、おたくたち県は、一番把握が――一番手

っとり早いなと、私はそんな気がいたします

が、いかがでしょうかね。 

 

○奥薗産業支援課長 天祐海運のときにも、

なるだけガラス張りにすると。最初の採掘の

ときから、計画のときから、採掘のとき、そ

れから納品のところまで、できるだけガラス

張りにするというのが必要だというふうに思

って今やっているところでございます。まさ

に、先生がおっしゃるとおりでございます。 

 マニフェスト制度につきましては、この砂

の形態としては、例えばブレンドをして製品

をつくったりいたしますので、完璧なものは

ちょっと難しいとは思っております、かなり

技術的にですね。 

 ただ、今回、例えば覆砂事業に着目して逆

に許認可をするということになりますと、例

えば発注業者がいます。さらに、それを請け

負って、それを砂の販売業者に頼んで、砂の

販売業者が採取業者に砂をとらせると。こう

いう複数のものが介在するような形になりま

すので、そこの部分はやっぱりきっちりと把

握しなきゃいけないという観点から、例えば

事業者のほうが発注条件に報告義務をつける

とか、あるいは申請の許認可に対しまして発

注証明書みたいなものも添付させるとか、そ

ういうような技術的なこと、検討は何ら必要

だと思っておりますので、そういうことを踏

まえて、今回の申請の体系の構築をしていき

たいというふうに思っておるところでござい

ます。 

 

○早川英明委員 当然わかります。そこはも

うぴしゃっと10とって10流したということ

は、それはわからぬでもわかります。それは

もうそれとして、ただ、その伝票を業者さん

が自分で作成するんじゃなくして、伝票その

ものを県がつくったやつを業者さんに買わせ

るというふうな形で、そういう形をすれば、

私は、なお正確に行くんじゃなかろうかなと

いうふうな気がします。 

 

○中村博生委員長 その辺の徹底は、今後の

計画に盛り込んでいただけると思いますけ

ん。 

 

○髙木健次委員 ここでずっと聞いとった

ら、やはり海砂利の採取業者、非常に悪質業

者、有明海に次いで、今回また八代海という

ことで、後を絶たないというか、このペナル

ティーがやっぱり非常に甘いんじゃないかな

と。 

 前回の不法採取に対しても、過料、それぞ

れの不当利益、この辺も分割したり、そして

3,500万、何億という金を何年払ったら完済

できるのかなという心配もありますし、最終

的には取れぬだったじゃないかなというとこ

ろに行き着くのかなと。 

 といいますのも、先般、農家の方から、廃

ビニールを、ちょっと３キロ程度といいます

から、肥取りてわかるですね。肥取り１杯土

手に上がったのをちょっと燃やしたと。それ

にパトカーが来て検挙されたと、摘発された

と。そして、罰金が１カ月か２カ月で10万円

来たと、農家の方から。非常に農家の方も、
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それはいろいろ環境保全とか対策には気使っ

ておられるけれども、たまたまそこにあった

ら、雨が降るからといって２キロか３キロ燃

やしたところ摘発されて、１カ月か２カ月か

からないうちに罰金が10万来たと。裁判所に

納めたと。 

 そういうことからすると、非常に何か行政

も――これは、県警のほうはきょうは交通課

しか出ておられないけれども、生安課のほう

かな。農家の非常にそういう方、何という

か、弱い方には厳しくて、業者の、こういう

悪質で、それこそ何億ももうかって金を払わ

ないようなところには、非常に何か手ぬるい

ような感じがするんですね。 

 だから、その辺はしっかり――今回のまた

摘発業者にも、前回並みのようなペナルティ

ーのつけ方とか、右に倣えじゃなくして、や

っぱりここでばしっと吉永委員が言われたよ

うに、何らかのやっぱり違う形の罰則あた

り、あるいはペナルティーを与えないと、非

常に何回も同じことじゃないかなという気が

します。 

 また、農家のいろいろな焼却とかそういう

のは、ちょっと後でその他のところでちょっ

と聞こうかなと。農林部長も見えていますか

らお願いしますけれども、いかがですか、そ

の辺は。前回並みのまた同じような処分じ

ゃ、ちょっと手ぬるいんじゃないかと思うん

ですけれどもね。 

 

○奥薗産業支援課長 処分につきましては、

起こした経緯とか、量とか、あるいは初犯で

あるかどうかとか、そういったような形で客

観的な罪状というものを見まして、適切に厳

正に対処させていただきたいと思います。 

 

○髙木健次委員 しっかりやってください。 

 

○中村博生委員長 先ほど吉永委員からもあ

りましたけれども、この時点では言えないか

と思いますが、本当に業者の自覚、認識の問

題だと思いますので、その辺は徹底して指導

をしていただきたいというふうに思います。 

 なければ、次に進みたいと思います。 

 地球温暖化対策に関する件について質疑は

ありませんか。 

  （｢ありません」と呼ぶ者あり） 

○中村博生委員長 なければ、その他に移り

ます。何かありませんか。 

 

○髙木健次委員 今ちょっとさっきお話しし

たことですけれども、農家が、廃ビニールと

か廃プラスチック、これは焼却したらいかぬ

ということは、これは農家の方もわかってお

ると思うんですよね。ただし、やっぱり悪気

があってするわけじゃないという話だけれど

も、話を聞くと非常にかわいそうな感じがす

るんですね。悪質業者には厳しくて何か農家

の弱い者の立場に対しては、すごく罰金かけ

て取り上げて、農家は、やっぱり一所懸命―

―気持ちもわかるんですよ。ただ、しかし、

それは環境保全とか一人一人の意識改革につ

ながることだとわかるけれども、非常に最近

農家に対する何か関係で、不法投棄は農家は

ないと思うんですけれども、不法焼却とかそ

ういうことの取り締まりというのは非常に厳

しくなっているという話を聞きますけれど

も、県警を含めて、そういう今の状況、何か

わかれば……。 

 

○加久廃棄物対策課長 廃棄物対策課長です

けれども、県警のほうで取り締まりが厳しく

なっているのかということですけれども、特

段そういう話で我々が聞いているわけではご

ざいません。ただ、少なくとも現認した以上

は、それは基本的にはやっぱり違反ですの

で、きちんとやっぱり取り締まるというのが

筋だろうと思っておりますので。 

 確かに、それはいろいろ御意見もあろうか

と思いますけれども、まずは法律を守ってい
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ただくということが必要かと思っております

ので、極力、そういう形について、ないよう

にということで、再度いろんな啓発も今後と

も進めていきたいとは思っておりますので、

よろしくお願いいたします。 

 

○髙木健次委員 よくわかりますよね。それ

は、農家も燃やしちゃいけないものを燃やし

たらやっぱり違反だということはわかるけれ

ども、どうもやっぱりさっきから話を聞いて

ると、そういう悪徳業者との整合性が何かこ

うないような感じがしてね、農家はちょっと

燃やしただけで、もう罰金10万すぐ取られた

という感じだから、その辺は、そういうとこ

ろがいかないように、県警のほうは、きょう

は交通課ですけれども、生安課のほうも、よ

ければこういう環境関係ですから、今から

は、この会議にも生安関係も出てこられた

ら、環境対策にもつながるのかなというふう

に思っておりますが、廃棄物対策課長、ちょ

っとその辺は農家も悪気があってしよるわけ

じゃない、これは。だから、その辺は、ある

程度大目にというわけじゃないけれども、し

っかりと啓発をやって、こういうことがない

ようにお願いしたいと思います。 

 以上です。 

 

○中村博生委員長 県警から何かございます

か。 

 

○飯田交通部参事官 私は、交通課ですの

で、生安の関係でありますが、特別、そうい

った農家を特別にしたと、そういう話も聞い

ておりませんし、特にそういった廃棄物取り

締まりを強化しようと、そういう動きはあり

ません。 

 先ほど、廃棄物対策課長からありましたよ

うに、やはり現認した以上は、これはもう法

律でございますので、そういった粛々と手続

にのっとってという形になろうかと思いま

す。 

 

○髙木健次委員 あれはもう交通パトロール

はやるんですよね、パトカーが。交通パトロ

ールはやってますよね。そういうパトカーの

警官でも、摘発というか、できるわけです

ね。 

 

○飯田交通部参事官 そうですね。交通がど

こに視点を置いてパトロールをしとるかとい

う部分は、ちょっと違う部分があるかと思い

ますが、確かに警察官であれば、目の前でそ

ういう事案があっとれば、やはり交通であ

れ、刑事であれ、やはり手続的な部分はやる

んだろうというふうに思います。 

 

○髙木健次委員 その辺は、よくわかりま

す。だから、まあよければですよ、ある程

度、きょうは寒かですなと、火に当たりなが

ら、こういうことはやっちゃいけませんよぐ

らいの――やっぱり年寄りの農家のもう高齢

者の方なもんだから、やっぱりそこまでずば

っとやられれば、非常にかわいそうだなとい

う感じが――特に私は人情深いもんだから。 

 

○飯田交通部参事官 先生の御意見は、生安

部のほうに伝えておきたいと思います。 

 

○髙木健次委員 よろしくお願いします。 

 

○中村博生委員長 その他で、ほかにありま

せんか。 

  （｢ありません」と呼ぶ者あり） 

○中村博生委員長 なければ、付託調査事件

の閉会中の継続審査についてお諮りいたしま

す。 

 付託調査事件については、引き続き審査す

る必要があると認められますので、本委員会

を次期定例会まで継続する旨、会議規則第82

条の規定に基づき議長に申し出ることに御異
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議ありませんか。 

  （｢なし」と呼ぶ者あり） 

○中村博生委員長 異議なしと認め、そのよ

うにいたします。 

 以上で本日の議題は全て終了いたしまし

た。 

 これをもちまして、第９回環境対策特別委

員会を閉会いたします。 

 どうもお疲れでございました。 

  午前11時58分閉会 
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